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中
世
に
お
い
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
、
様
々
な
点
で
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
と
類
似
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
歴
史
家
に
よ
っ
て
た
び
た

び
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。「
そ
の
王
国
﹇
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
﹈

に
お
け
る
組
織
が
、
そ
の
言
語
が
そ
う
な
っ
た
よ
う
に
、
イ
ン
グ

リ
ッ
シ
ュE

nglish

に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
ま
る
で
二

つ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
（
1
）
」。「
ブ
リ
テ
ン
諸
島
の
う

ち
最
も
大
規
模
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
移
住
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

化
し
た
部
分
が
、
政
治
的
独
立
を
維
持
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
か

ら
勇
敢
に
も
そ
れ
を
守
る
た
め
の
能
力
を
証
明
し
た
国country

で
あ
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
こ
そ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
影
響
、
す
な
わ
ち
法
、
制
度
、
保
有
慣
習
、
都
市
の
発
展
、
貨

幣
鋳
造
、
取
引
様
式
、
言
語
な
ど
に
お
け
る
影
響
が
疑
い
な
く
非

常
に
大
き
か
っ
た
（
2
）
」。
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
も
関
わ
ら
ず
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
を
念
頭
に
置
い
て
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
歴
史
を
研

究
す
る
に
は
困
難
を
伴
う
。
ひ
と
つ
は
、
似
て
い
る
か
ら
こ
そ
の

困
難
で
あ
る
。
言
語
や
組
織
、
そ
れ
を
表
す
用
語
を
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
と
共
有
す
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
固
有
の

あ
り
方
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
（
3
）
。
も
う
一
つ
の
困
難

が
、
史
料
の
欠
乏
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
の
実
像
が
分
か
り
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
研
究
ノ

ー
ト
で
は
、
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
の
た
め
の
史
料
の
状
況
を
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
紹
介
し
た
い
。
特
に
、

公
文
書
、
す
な
わ
ち
、
人
々
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
た
文
書
で
は
な

く
、
発
給
者
、
あ
る
い
は
作
成
者
で
あ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
側

に
保
存
さ
れ
た
文
書
の
状
況
を
概
観
す
る
（
4
）
。

中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
と
公
文
書
史
料

坂

下

拓

治

研
究
ノ
ー
ト

中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
と
公
文
書
史
料

七
一
（
四
一
七
）



史
料
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
公
文
書

（
公
的
記
録
）public

record

」
と
分
類
さ
れ
る
史
料
群
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
公
権
力
に
よ
っ
て
行
政
や
処
理
の
遂
行
の
過
程
で
作
成
、

あ
る
い
は
使
用
さ
れ
た
文
書
で
、
そ
の
後
そ
の
処
置
に
関
係
し
た

人
々
自
身
に
よ
っ
て
彼
ら
の
管
理
下
に
保
存
さ
れ
る
も
の
と
大
ま

か
に
定
義
さ
れ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
（
5
）
。
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
公
文
書

館
の
総
合
記
録
館G

eneralR
egister

H
ouse

の
歴
史
部
門
に
お

け
る
管
理
者
を
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
〇
六
年
ま
で
務
め
た
ジ
ョ

ン
・
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
・
ト
ム
ソ
ン
に
よ
る
例
を
借
り
れ
ば
、「
メ

ル
ロ
ー
ズ
修
道
院
の
証
書
は
記
録record

で
あ
る
が
、
メ
ル
ロ

ー
ズ
年
代
記
は
記
録
で
は
な
いnot

record
。
国
璽
（
王
の
大
印

章
）
の
登
録
簿
は
公
記
録public

record
で
あ
る
が
、
証
書
が

言
及
し
て
い
る
土
地
の
所
有
者
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
る
証
書

の
原
本
は
私
記
録private
record

で
あ
る
（
6
）
」。
一
三
世
紀
以
降

の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
扱
う
歴
史
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
公
文
書

史
料
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
（
7
）
。
対
し
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
行
政
史
を

専
門
と
す
る
歴
史
家
に
よ
る
「﹇
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
﹈
ジ
ェ
イ

ム
ズ
三
世
の
治
世
﹇
一
四
六
〇
―
八
八
年
﹈
に
国
璽
に
よ
り
発
給

さ
れ
て
記
録
さ
れ
た
文
書
の
数
が
年
平
均
三
五
通
で
あ
る
の
に
対

し
、
同
じ
時
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
年
一
万
通
の
国
璽
に
よ
る

文
書
が
記
録
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
両
国
の
公
文
書
の

状
況
の
違
い
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
（
8
）
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
な

差
が
存
在
す
る
と
、
歴
史
研
究
の
手
法
が
異
な
っ
て
き
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
差
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
一
要
因
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
公

文
書
の
豊
富
さ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
上
最
初
の

公
的
記
録
と
呼
べ
る
も
の
は
『
ド
ゥ
ー
ム
ズ
デ
イ
・
ブ
ッ
ク
』
で

あ
り
、
そ
の
次
が
一
一
二
九
年
か
ら
翌
年
の
財
務
を
扱
う
パ
イ

プ
・
ロ
ー
ル
で
あ
る
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
ら
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
孤
立
し
た
例
で
あ
り
、
体
系
的
か
つ

継
続
的
な
記
録
の
保
存
と
い
う
意
味
で
は
、
一
二
世
紀
末
ま
で
に

大
き
な
変
革
が
生
じ
た
（
9
）
。
マ
イ
ケ
ル
・
ク
ラ
ン
チ
ー
が
「
一
二
世

紀
は
文
書
の
作
成
に
と
っ
て
大
き
な
時
期
だ
っ
た
が
、
一
三
世
紀

は
そ
の
保
存
に
と
っ
て
偉
大
な
時
期
だ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
両
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
教
皇
庁
の
み
が
比
肩

し
う
る
ほ
ど
に
、
発
給
さ
れ
る
文
書
数
を
急
増
さ
せ
、
そ
し
て
、

体
系
的
に
保
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
10
）
。
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の

の
み
を
挙
げ
る
だ
け
で
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
史
研
究
に
利
用

可
能
な
公
文
書
の
豊
富
さ
を
十
分
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
第
一
に
、
財
務
記
録
で
あ
る
パ
イ
プ
・
ロ
ー
ル
の
継
続
的
作

成
と
保
存
で
あ
る
。
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
治
世
第
二
年
（
一
一
五
五

史

学

第
八
六
巻

第
四
号

七
二
（
四
一
八
）



―
五
六
年
）
以
降
の
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
途
切
れ
な
く
保
存
さ
れ
て

い
る
。
第
二
に
、
裁
判
記
録
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
一
世
の
時
に

は
ク
リ
ア
・
レ
ギ
ス
・
ロ
ー
ル
が
保
存
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一

三
世
紀
に
は
そ
れ
が
王
座
裁
判
所
録
と
人
民
訴
訟
裁
判
所
録
と
し

て
分
か
れ
て
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
三
に
、
尚
書
部

（
大
法
官
府chancery
）
管
轄
の
文
書
保
存
で
あ
る
。
そ
れ
に
と

っ
て
ジ
ョ
ン
王
の
治
世
が
画
期
だ
っ
た
（
11
）
。
一
一
九
九
年
か
ら
証
書

録charter
rolls

が
、
一
二
〇
一
年
か
ら
は
開
封
書
状
録patent

rolls

が
、
一
二
〇
四
年
か
ら
封
緘
書
状
録close

rolls

が
登
録

を
開
始
し
た
。
そ
の
他
、
許
可
料
録fine

rolls

、
支
払
権
限
授

与
書
録liberate

rolls

や
、
ガ
ス
コ
ン
・
ロ
ー
ルG

ascon
rolls

と
い
っ
た
特
別
な
地
域
で
発
給
さ
れ
た
文
書
の
登
録
簿
、
さ
ら
に

は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
・
ロ
ー
ル
も
尚
書
部
の
管
轄
で
作
成
・
保
存
さ

れ
た
（
12
）
。
以
上
の
も
の
が
ほ
ん
の
一
部
と
な
り
、
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
公
文
書
を
形
成
し
て
い
る
。

対
し
て
、
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
の
た
め
の
公
文
書
は
少
な

い
。
以
下
で
そ
の
理
由
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
第
一
は
人
口
規

模
の
違
い
で
あ
る
。
国
勢
調
査
の
よ
う
な
統
計
の
出
現
以
前
の
人

口
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
困
難
を
と
も
な
う
が
、
一
三
〇
〇
年
頃

の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
人
口
は
四
〇
万
人
か
ら
、
最
大
で
も
せ
い

ぜ
い
百
万
人
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
比
は
一
対
六
ほ
ど
だ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
13
）
。
こ
の
人
口
の
ど
の
程
度
の
割
合
が
文
書
を

求
め
る
よ
う
な
層
だ
っ
た
か
を
知
る
術
は
な
い
が
、
人
口
の
少
な

さ
に
比
例
し
て
文
書
へ
の
需
要
が
小
さ
く
な
る
た
め
、
発
給
数
と

と
も
に
保
存
数
が
減
少
す
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。

第
二
の
理
由
は
喪
失
で
あ
る
。
古
今
東
西
、
史
料
が
失
わ
れ
る

出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
に
と
っ

て
著
し
い
損
失
と
な
り
、
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
「
事
件
」
が
二
度

起
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
二
度
の
喪
失
は
、
二
度
に
わ
た
る
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
の
被
征
服
と
関
係
し
て
い
る
。
第
一
は
、
一
三
世
紀

末
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

「
ス
コ
ッ
ト
人
の
鉄
槌
」
と
も
呼
ば
れ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
は
、
一
二

九
六
年
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ジ
ョ
ン
・
ベ
イ
リ
ア
ル
の
王
位
の

剥
奪
を
宣
言
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
宝
物
管
理
官treasurer

に
任
命
さ
れ
て
い
た
ヒ
ュ
ー
・
ク
レ
ッ
シ
ン
ガ
ムH

ugh
C

ress-

ingham

に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
文
書
を
委
ね
た
。
彼
が
受
け
取

っ
た
文
書
は
ロ
ン
ド
ン
に
送
ら
れ
、
一
三
二
三
年
に
は
ま
だ
そ
こ

に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
間
の
戦
争
を
終
え
る
こ
と
を
定
め

た
一
三
二
八
年
の
条
約
内
に
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
関
係
す
る

文
書
の
返
還
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
管
理
下

に
置
か
れ
て
い
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
自
由
に
関
す
る
す
べ
て
の

中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
と
公
文
書
史
料

七
三
（
四
一
九
）



他
の
文
書
や
特
許
状
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
王
に
返
上
さ
れ
、

元
に
戻
さ
れ
る
（
14
）
」。
し
か
し
、
実
際
に
は
文
書
が
返
還
さ
れ
た
形

跡
は
な
く
、
そ
れ
以
降
そ
の
行
方
が
ど
う
な
っ
た
か
は
明
確
に
は

説
明
さ
れ
て
い
な
い
し
、
今
後
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
（
15
）
。

第
二
の
喪
失
が
、
一
七
世
紀
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ
る
被
征
服

に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
。
一
六
五
〇
年
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ

る
進
軍
に
よ
り
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
を
ス

タ
ー
リ
ン
グ
城
へ
と
退
避
さ
せ
た
。
し
か
し
翌
年
、
そ
の
城
が
征

服
軍
の
手
に
落
ち
た
あ
と
「
ス
タ
ー
リ
ン
グ
城
へ
置
か
れ
た
す
べ

て
の
文
書
と
王
の
表
象
物
は
ロ
ン
ド
ン
へ
と
運
ば
れ
、
ロ
ン
ド
ン

塔
内
で
記
録
長
官m

aster
of

the
rolls

の
指
示
に
よ
り
ふ
さ
わ

し
い
場
所
に
て
保
管
さ
れ
る
」
と
定
め
ら
れ
、
文
書
は
ロ
ン
ド
ン

へ
と
持
ち
去
ら
れ
た
。
一
六
五
七
年
に
一
部
が
返
還
さ
れ
、
さ
ら

に
一
六
六
〇
年
に
王
政
が
復
古
す
る
に
際
し
て
、
残
り
の
文
書
も

返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
〇
七
の
大
樽
、
一
二
の
箱
、
五

の
大
か
ば
ん
、
四
の
樽
に
詰
め
込
ま
れ
た
文
書
が
、
フ
リ
ゲ
ー
ト

船
で
あ
る
イ
ー
グ
ル
号
に
積
み
込
ま
れ
て
北
へ
と
船
出
し
た
。
し

か
し
、
荷
物
の
超
過
と
嵐
と
の
遭
遇
の
た
め
に
、
ヤ
ー
マ
ス
に
て

八
五
の
大
樽
を
別
の
商
船
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
号
へ
と
移
し
た
。
そ
の

二
艘
の
船
は
船
団
を
組
ん
で
進
む
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
何
ら

か
の
理
由
で
エ
リ
ザ
ベ
ス
号
は
遅
れ
て
し
ま
い
、
嵐
に
よ
っ
て
運

ん
で
い
た
文
書
も
ろ
と
も
海
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。
イ
ー
グ
ル
号

は
、
移
さ
な
か
っ
た
文
書
と
と
も
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
外
港
で
あ

る
リ
ー
ス
に
到
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
16
）
。
以
上
の
二
つ
の
出
来
事

に
よ
っ
て
、
一
三
〇
六
年
ま
で
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
、
そ
し
て
そ
れ

以
降
の
大
部
分
の
公
文
書
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

第
三
の
理
由
が
、
記
録
保
存
の
未
熟
で
あ
る
。
記
録
を
保
存
す

る
こ
と
、
次
段
階
と
し
て
、
そ
れ
を
の
ち
に
参
照
す
る
た
め
に
利

用
す
る
こ
と
は
能
率
的
な
行
政
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ

は
統
治
の
「
永
続
性
」
を
示
し
、
さ
ら
に
は
「
家
産
国
家
」
か
ら

「
官
僚
制
国
家
」「
近
代
国
家
」
の
起
源
の
兆
候
の
一
つ
と
み
な
さ

れ
て
い
る
（
17
）
。
以
下
に
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
王
行
政
が
ど
の
よ

う
な
記
録
保
存
を
試
み
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一

世
の
征
服
の
前
後
に
分
け
て
概
観
し
て
い
き
た
い
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
文
書
の
作
成
と
保
存
は
一
二
・
一

三
世
紀
に
徐
々
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
一
一
世
紀
末
に
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
王
ダ
ン
カ
ン
二
世
の
名
で
発
給
さ
れ
た
証
書
が
現
存
し
て

い
る
が
、
常
設
の
王
の
文
書
作
成
組
織
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た

と
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。
一
一
二
三
年
頃
に
最
初
の
尚
書
官

chancellor

が
現
れ
、
そ
れ
以
降
徐
々
に
王
の
文
書
作
成
組
織
、

す
な
わ
ち
尚
書
部capella

regis

が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
（
18
）
。
一
二
世
紀
後
半
、
遅
く
と
も
一
三
世
紀
初
頭
に
は

史
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記
録
を
保
存
し
て
い
た
形
跡
が
見
つ
か
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が

他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
証
拠
と
見
な
さ
れ

て
き
て
い
る
（
19
）
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
一
二
四
〇
年
代
に
、
遅
く
と
も

そ
の
世
紀
の
末
に
は
、
登
録
簿
担
当
官clerk

of
the

rolls

が
任

命
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
発
給
文
書
の
保
存
の
組
織
化
が
進

ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
20
）
。
し
か
し
実
際
に
文
書
保
存
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
に
は
、
断
片
的
な
情
報
に
頼

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
一
三
世
紀
の
公
文
書
は
エ

ド
ワ
ー
ド
一
世
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
彼
の

征
服
以
前
の
登
録
簿
の
原
本
は
た
だ
の
一
つ
も
現
存
し
て
い
な
い

た
め
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
文
書
保
存
の
あ
り
方
は
、
エ
デ
ィ
ン

バ
ラ
城
に
保
管
さ
れ
た
文
書
の
四
つ
の
「
目
録inventory

」
か

ら
窺
い
知
れ
る
の
み
で
あ
る
（
21
）
。
四
つ
の
目
録
の
う
ち
の
一
つ
は
ア

レ
ク
サ
ン
ダ
ー
三
世
の
時
代
に
彼
の
命
令
に
よ
り
、
残
り
の
三
つ

は
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
上
級
領
主
権
主
張
時
代
に
彼
の
命
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
歴
史
家
は
こ
の
目
録
を
根
拠
と
し

て
「
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
征
服
以
前
に
文
書
保
存
が
高
度
に
発
達

し
て
い
た
」
と
主
張
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
（
22
）
。

し
か
し
現
存
す
る
証
拠
の
詳
細
な
検
討
は
、
文
書
保
存
は
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
等
と
比
べ
る
と
異
な
っ
た
形
で
進
展
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
尚
書
部
（
大
法
官

府
）
の
登
録
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
分
類
、
す
な
わ
ち
狭
義
の
証

書charter

と
開
封
書
状letter

patent

、
封
緘
書
状letter

close

の
分
類
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
登
録
で
は
見
つ
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
（
23
）
。
ま
た
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
「
宝
物
庫
」
は
王
の
個
人
的

な
倉
庫
で
も
あ
っ
た
た
め
、
目
録
に
記
載
さ
れ
た
証
書
は
発
給
し

た
も
の
の
控
え
だ
け
で
な
く
、「
一
葉
の
文
書
」
を
多
く
含
ん
で

お
り
、
そ
れ
は
も
と
も
と
の
被
贈
与
人
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
て
取

り
消
さ
れ
た
証
書
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
24
）
。
さ
ら
に
、
よ
り
最
近

の
詳
細
な
研
究
は
、
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
文
書
保

存
の
「
未
成
熟
」
を
描
い
て
い
る
（
25
）
。
そ
の
研
究
に
よ
る
と
、
裁
判
、

財
政
、
発
給
文
書
と
三
種
類
に
分
類
で
き
る
よ
う
な
記
録
は
確
か

に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
城
に
保
管
さ
れ
て
は
い
た
が
、
体
系
的
で
日
常

的
な
実
践
の
結
果
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
の
裁
判
記
録

は
、
人
々
が
参
照
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
強
か
っ
た
た
め
、
最
も

長
い
歴
史
を
持
ち
、
一
二
二
〇
年
代
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
二
五
一
年
ま
で
下
る
と
、
審
問
や
踏
査
と
い
っ
た
裁
判
に

係
る
記
録
の
控
え
が
修
道
院
に
よ
っ
て
参
照
さ
れ
て
い
た
証
拠
が

存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
ジ
ャ
ス
テ
ィ
シ
ャ
ー
に
よ
る
巡
回
裁
判
で

も
記
録
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
王
の
尚
書
部
は
そ
れ
を
保

管
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
第
二
の
財
政
記
録
は
、

当
初
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
一
二
世
紀
末
か
ら
の
発
展
で
は
な

中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
と
公
文
書
史
料

七
五
（
四
二
一
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く
、
一
二
四
〇
年
代
頃
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
会
計

報
告
は
、
部
局
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
機
会
に
す
ぎ
な

か
っ
た
た
め
、
財
政
活
動
の
記
録
は
王
の
尚
書
部
に
お
い
て
作
成

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
、
財
政
記
録
の
体
系
的
作
成
を
妨
げ
、

財
政
記
録
の
巻
物
は
、
各
会
計
報
告
で
各
自
作
成
さ
れ
た
文
書
を

事
後
的
に
一
つ
に
ま
と
め
、
複
数
の
会
計
年
を
ま
た
が
っ
て
作
成

さ
れ
て
い
た
。
第
三
の
発
給
文
書
の
控
え
は
、
一
二
五
〇
年
代
以

降
あ
る
程
度
の
日
常
的
頻
度
で
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

発
給
時
に
そ
の
都
度
作
成
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
事
後
的
に
、

し
か
も
記
録
管
理
者
の
個
人
的
な
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
（
26
）
。

つ
ま
り
こ
の
時
期
記
録
は
、
特
に
財
政
記
録
と
発
給
文
書
の
控
え

は
、
将
来
の
参
照
を
意
図
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

「
記
録
の
た
め
の
記
録
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
一
三
世
紀
ま
で
に
対
し
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
に

よ
る
征
服
か
ら
独
立
を
回
復
し
て
以
降
は
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ

た
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
ち
ら
の
期
間
に
つ
い

て
の
文
書
も
多
く
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
国
璽

文
書
の
登
録
簿
の
多
く
と
、
シ
ェ
リ
フ
の
会
計
報
告
の
ほ
と
ん
ど
、

そ
し
て
お
そ
ら
く
王
の
評
議
会
と
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
議
事
録
の
す

べ
て
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
（
27
）
。
そ
の
た
め
、
一
四
・
一
五
世
紀
の

文
書
保
管
の
あ
り
方
も
、
そ
れ
以
前
の
時
期
と
同
様
に
、
現
存
し

て
い
る
限
ら
れ
た
文
書
を
参
考
に
組
み
立
て
ざ
る
を
得
な
い
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
治
世
が
文
書
保
存
の
新
た
な

始
ま
り
と
な
り
、
し
か
も
そ
の
使
用
と
い
う
観
点
で
は
前
世
紀
か

ら
の
進
展
が
み
ら
れ
た
。

例
え
ば
、
国
璽
文
書
の
登
録
簿
は
、
そ
の
使
用
が
意
図
さ
れ
て

作
成
、
さ
ら
に
は
編
集
さ
れ
て
い
た
（
28
）
。
失
わ
れ
る
前
の
ロ
バ
ー
ト

一
世
の
登
録
簿
は
一
五
（
あ
る
い
は
二
一
）
の
巻
物
と
二
葉
か
ら

な
る
一
冊
の
小
冊
子
で
構
成
さ
れ
て
い
た
（
29
）
。
現
存
し
て
い
る
の
は

一
つ
の
巻
物
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
喪
失
前
に
作
成

さ
れ
て
い
た
複
数
の
転
写
と
二
つ
の
目
録
を
当
時
の
国
璽
文
書
保

存
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
た
め
の
情
報
源
と
し
て
利
用
で
き
る
。

ロ
バ
ー
ト
一
世
の
登
録
簿
は
「
未
分
類
巻
物
」「
地
域
別
分
類
巻

物
」「
被
贈
与
人
別
分
類
巻
物
」
の
三
つ
に
大
き
く
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
同
一
内
容
の
登
録
が
複
数
の
巻
物
に
現
れ
る
場
合
が

あ
り
、
未
分
類
巻
物
が
分
類
巻
物
の
情
報
源
と
な
っ
て
編
集
が
加

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
唯
一
現
存
し
て
い
る
巻
物

は
地
域
別
に
分
類
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
シ
ェ
リ
フ
管
区
名
が
見

出
し
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
た
。
各
登
録
は
、
そ
の
文
書
で
や
り

取
り
さ
れ
て
い
る
贈
与
物
（
主
に
土
地
）
が
位
置
す
る
シ
ェ
リ
フ

管
区
ご
と
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
践
は
、
ロ
バ
ー

ト
一
世
の
国
璽
登
録
簿
が
の
ち
の
利
用
を
意
図
し
て
作
成
さ
れ
て
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い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
意
図
に
は
、
王
と
受
益
者
の
双
方
の
関
心
が
反
映
し
て
い

る
。
そ
も
そ
も
ロ
バ
ー
ト
の
登
録
簿
は
、
一
三
一
四
年
一
一
月
の

王
に
逆
ら
う
も
の
に
対
す
る
没
収
宣
言
以
降
の
贈
与
の
下
書
き
、

あ
る
い
は
権
限
授
与
状
と
し
て
機
能
し
た
控
え
の
保
存
か
ら
始
ま

っ
た
。
こ
の
時
期
に
証
書
の
発
給
数
自
体
が
増
加
し
た
こ
と
と
登

録
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
、
支
配
権
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
王
に
よ
っ

て
発
給
さ
れ
た
文
書
を
登
録
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
土
地
保
有
を

確
た
る
も
の
に
し
た
い
と
い
う
欲
求
の
高
ま
り
が
人
々
の
間
で
あ

っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
発
給
証
書
が
登

録
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
受
益
者

は
登
録
し
て
も
ら
う
た
め
に
手
数
料
を
払
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

他
方
で
、
シ
ェ
リ
フ
管
区
ご
と
に
登
録
が
分
類
さ
れ
て
い
た
事
実

は
、
そ
れ
が
会
計
報
告
を
意
図
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
王
が
土
地
か
ら
の
あ
が
り
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
会
計
報

告
を
担
当
し
て
い
た
シ
ェ
リ
フ
の
担
当
管
区
ご
と
の
分
類
が
便
利

だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
王
と
受
益
者
の
双
方
の
利
害

関
心
が
、
分
類
と
未
分
類
の
巻
物
の
並
存
、
登
録
さ
れ
た
内
容
の

省
略
の
さ
れ
方
の
不
均
一
、
日
付
の
あ
る
な
し
と
い
っ
た
、
一
見

す
る
と
不
合
理
な
登
録
の
さ
れ
方
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
よ
う
や
く
一
四
世
紀
に
な
っ
て
文
書
保
存
の
有

用
性
が
人
々
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
証
拠
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
、
一
五
世
紀
に
は
さ
ら
な
る
状
況
の
変
化
が

見
ら
れ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
捕
囚
か
ら
の
帰
還
で
あ
っ
た
。
彼
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
学

ん
で
き
た
行
政
の
あ
り
方
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
と
導
入
し
、
お

そ
ら
く
そ
の
結
果
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
三
世
と
四
世
の
治
世
の
文
書
は

よ
り
多
く
現
存
し
て
い
る
（
30
）
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
改
善
を
踏
ま

え
て
も
、
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
な
小
規
模
の
作
成
、
文
書
保
存

の
遅
い
発
展
、
著
し
い
喪
失
と
い
う
三
点
が
重
な
る
こ
と
で
、
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
中
世
の
歴
史
研
究
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
公
文
書

が
少
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
、
一
五
〇
〇
年
ま
で
に

記
録
さ
れ
て
現
存
し
て
い
る
公
文
書
を
、
財
政
記
録
、
王
の
印
章

を
付
し
て
発
給
さ
れ
た
文
書
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
や
そ
の
他
の
会
議

の
議
事
、
裁
判
記
録
、
そ
の
他
と
い
う
五
つ
に
分
類
し
て
概
観
し

た
い
（
31
）
。

第
一
の
財
政
記
録
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
、
一
六
世
紀
ま
で

財
政
は
部
局
で
は
な
く
機
会
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
た
。
財
政
記

録
の
作
成
は
一
一
八
〇
年
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
主
張
も
あ
る
が
（
32
）
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
三
世
紀
以
前
の
原
本
は

現
存
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
一
二
六
四
年
か
ら
一
二
六
六
年
ま
で

と
一
二
八
八
年
か
ら
一
二
九
〇
年
ま
で
の
も
の
は
、
失
わ
れ
る
前

中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
と
公
文
書
史
料
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に
ハ
デ
ィ
ン
ト
ン
伯
に
よ
っ
て
複
写
さ
れ
て
い
た
も
の
が
残
っ
て

い
る
（
33
）
。
現
存
す
る
最
古
の
財
政
記
録
は
、
一
三
二
六
年
のT

arbert
城
の
城
代
の
会
計
報
告
で
あ
る
。
そ
の
時
以
降
ほ
ぼ
毎
年
、
何
ら

か
の
形
の
財
政
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
多
く
の
個
々
の

巻
物
は
失
わ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
一
五
世
紀
末
ま
で
の
シ
ェ
リ
フ

に
よ
る
会
計
報
告
は
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
た
（
34
）
。
長
く
宮
内
長

cham
berlain

が
財
政
の
責
任
者
で
あ
っ
た
が
、
一
四
二
四
年
以

降
、
会
計
係treasurer
と
監
査
官com

ptroller

の
役
職
が
新
た

に
設
立
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
分
担
し
て
財
政
を
担
当
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
会
計
係
の
会
計
報
告
は
一
四
七
三
年
か
ら
七
四
年
と
一

四
八
八
年
か
ら
の
も
の
が
、
監
査
官
の
会
計
報
告
は
一
四
九
一
年

か
ら
九
八
年
の
も
の
が
現
存
し
て
い
る
（
35
）
。
ま
た
、
一
四
七
九
年
か

ら
は
王
領
地
の
賃
借
料
の
記
録
が
残
る
よ
う
に
な
っ
た
（
36
）
。

第
二
の
王
の
印
章
に
よ
る
発
給
文
書
。
国
璽
を
付
し
て
尚
書
部

か
ら
発
給
さ
れ
る
文
書
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
一
三
世
紀
半
ば

か
ら
複
製
が
保
存
さ
れ
始
め
た
。
一
四
二
四
年
ま
で
の
記
録
は
一

二
の
巻
物
と
一
冊
の
本
で
の
み
現
存
し
、
ロ
バ
ー
ト
一
世
が
一
つ
、

ロ
バ
ー
ト
二
世
が
八
つ
、
ロ
バ
ー
ト
三
世
と
そ
の
摂
政
が
三
つ
と

い
う
内
訳
で
あ
り
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
二
世
の
巻
物
は
全
て
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
。
多
く
の
も
の
が
一
六
六
〇
年
ま
で
は
存
在
し
て
お

り
、
そ
の
時
ま
で
に
目
録
や
い
く
つ
か
の
複
写
が
作
成
さ
れ
た
の

は
先
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
一
四
二
四
年
か
ら
は
登
録
簿
の
形

式
が
巻
物
か
ら
書
物
へ
と
変
わ
り
、
そ
れ
以
降
個
々
に
失
わ
れ
た

も
の
も
あ
る
が
よ
り
完
全
に
近
い
形
で
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
王
の
名
で
発
給
さ
れ
た
文
書
で
、
受
領
さ
れ
た
も
の
を
集
め

て
出
版
す
る
『
ス
コ
ッ
ト
人
の
王
の
文
書R

egesta
R

egum
Scot-

torum

』
シ
リ
ー
ズ
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
着
手
さ
れ
た
当
初
、

一
四
二
四
年
ま
で
の
も
の
を
出
版
す
る
予
定
だ
っ
た
（
37
）
。
ま
た
、
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
は
国
璽
の
他
に
、
王
璽
（
個
人
印
章
）
を
一
三

世
紀
半
ば
以
降
保
持
し
て
お
り
、
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
治
世
以
降
は

あ
る
程
度
日
常
的
に
そ
れ
を
使
用
し
て
い
た
（
38
）
。
し
か
し
王
璽
に
よ

る
文
書
の
登
録
の
開
始
は
一
五
世
紀
末
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
（
39
）
。
こ
の
よ
う
な
発
給
文
書
の
登
録
を
史
料
と
し
て
利
用
す

る
際
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
す
べ
て
の
発
給
文
書
が
登
録
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
か
の
間
の
役
割
し
か
持

た
な
い
文
書
は
ほ
ぼ
ま
っ
た
く
登
録
さ
れ
な
い
し
、
重
要
な
贈
与

で
さ
え
も
登
録
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
、

先
述
の
よ
う
に
登
録
手
数
料
を
支
払
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
や
、

王
に
よ
る
登
録
の
信
頼
性
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
40
）
。

第
三
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
等
の
会
議
の
議
事
録
。
パ
ー
ラ
メ
ン
ト

と
い
う
名
前
を
冠
し
た
集
ま
り
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て

史

学

第
八
六
巻

第
四
号

七
八
（
四
二
四
）



一
三
世
紀
半
ば
以
降
見
ら
れ
た
。
一
四
二
四
年
以
前
は
記
録
が
断

片
的
で
、
ジ
ョ
ン
・
ベ
イ
リ
ア
ル
の
二
回
（
一
二
九
二
年
と
一
二

九
三
年
）、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
二
世
の
二
回
（
一
三
六
八
年
と
一
三

六
九
年
）、
ロ
バ
ー
ト
二
世
の
二
回
（
一
三
八
八
年
と
一
三
八
九

年
）
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
不
完
全
な
記
録
は
巻
物
形
式
で
現
存
し

て
い
る
。
一
四
二
四
年
以
降
は
状
況
が
わ
ず
か
に
改
善
し
、
さ
ら

に
一
四
六
六
年
以
降
は
継
続
的
に
書
物
形
式
で
取
ら
れ
た
記
録
が

現
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
三
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
の

い
く
つ
か
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
半
公
式
な
手
稿
に
よ

っ
て
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
（
41
）
。

第
四
の
裁
判
記
録
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
参
照
し
た
い
欲
求

が
強
か
っ
た
た
め
裁
判
に
係
る
記
録
は
早
く
か
ら
取
ら
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
中
央
に
よ
る
系
統
だ
っ
た
文
書
の
作

成
と
そ
の
残
存
の
状
況
は
、
上
の
三
つ
の
分
類
の
記
録
よ
り
も
劣

悪
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
四
世
紀
以
前
の
も
っ
ぱ
ら
裁

判
を
扱
っ
た
公
文
書
は
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
の
時
期
の
裁
判
の

証
拠
は
、
王
の
印
章
に
よ
り
発
給
さ
れ
た
文
書
等
、
偶
然
に
残
存

し
て
い
る
文
書
の
中
か
ら
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
42
）
。
中
央
裁

判
所
で
あ
る
最
高
法
院
が
設
立
さ
れ
る
の
は
一
五
三
二
年
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
は
王
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
聴
聞
官auditor

や
国
王
評

議
会
に
よ
っ
て
民
事
裁
判
が
扱
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
記
録
が
そ
れ

ぞ
れ
一
四
六
六
年
か
ら
と
一
四
七
八
年
か
ら
残
っ
て
い
る
。
刑
事

裁
判
は
ジ
ャ
ス
テ
ィ
シ
ャ
ー
の
巡
回
裁
判
に
お
い
て
扱
わ
れ
、
そ

の
記
録
が
一
四
九
三
年
か
ら
残
っ
て
い
る
（
43
）
。

第
五
の
そ
の
他
。
こ
れ
は
、
一
二
八
一
年
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー

三
世
の
娘
と
ノ
ル
ウ
ェ
イ
王
エ
リ
ク
と
の
婚
姻
に
係
る
契
約
、
一

三
一
二
年
の
ノ
ル
ウ
ェ
イ
と
の
条
約
、
一
三
二
〇
年
の
「
ア
ー
ブ

ロ
ウ
ス
宣
言
」、
一
三
二
六
年
の
フ
ラ
ン
ス
と
の
「
古
き
同
盟
」、

一
三
二
八
年
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
条
約
、
教
皇
か
ら
の
教
書
な

ど
で
あ
り
、
の
ち
に
「
国
家
文
書state

paper

」
と
呼
ば
れ
る

文
書
群
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
（
44
）
。

以
上
が
、
三
五
対
一
万
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
現
存
数
の

差
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
研
究
の
た
め
の

公
文
書
の
概
要
で
あ
る
。
充
実
し
た
公
文
書
史
料
の
残
存
に
よ
り

歴
史
学
が
深
化
を
見
て
い
る
他
の
地
域
の
中
世
後
期
と
比
べ
る
と
、

こ
の
損
失
は
甚
大
で
あ
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
に
と
っ
て
画
期

的
研
究
と
な
っ
た
ス
マ
ウ
ト
に
よ
る
著
作
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国

民
の
歴
史
』
が
一
五
六
〇
年
を
開
始
と
し
て
い
る
の
は
決
し
て
偶

然
で
は
な
い
。
そ
の
時
以
降
よ
う
や
く
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
社
会
と

そ
の
構
造
、
そ
の
内
部
で
の
緊
張
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
45
）
。
し
か
し
、
誰
か
を
断
罪
し
た
り
、

嘆
い
た
り
す
る
こ
と
が
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
の
目
的
で
は
な
い
。
ベ

中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
と
公
文
書
史
料

七
九
（
四
二
五
）



イ
リ
ア
ル
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
巻
物
や
、
一
三
五
七
年
か
ら
一
四

〇
二
年
ま
で
の
い
く
つ
か
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
議
事
を
記
録
し
た

一
五
世
紀
の
手
稿
は
、
一
九
世
紀
頃
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
他
の

文
書
に
紛
れ
て
い
た
た
め
現
存
し
て
い
る
よ
う
に
、
征
服
時
に
持

ち
去
ら
れ
た
お
か
げ
で
現
存
し
て
い
る
文
書
も
あ
る
（
46
）
。
こ
の
よ
う

な
幸
運
を
喜
び
、
利
用
可
能
な
史
料
に
取
り
組
む
の
が
歴
史
研
究

な
の
で
あ
ろ
う
。
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史
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um
bers

and
the

D
istribution

of
the

Population
of

M
edieval

Scotland’,
in

his
Selected

Pa-
pers

1922

�1954

（E
dinburgh,

1957

）,pp.
133

�141
;Ian

D
.

W
hyte,

Scotland
before

the
Industrial

R
evolution

:A
n

E
co-

nom
ic

and
Social

H
istory

c1050

�c1700

（London,1995

）,pp.
38

�40.

（
１４
）
一
二
九
六
年
、
一
三
二
三
年
、
一
三
二
八
年
の
情
報
に
つ
い
て

は
そ
れ
ぞ
れ
次
を
参
照
さ
れ
た
い
�A

nglo-Scottish
R

elations
1174

�1328
:Som

e
Selected

D
ocum

ents,
ed

.
by

E
.

L
.

G
.

Stones

（O
xford,1965

）,pp.151,153
and

335.

（
１５
）
こ
の
段
落
は
多
く
をB

ruce
W

ebster,Scotland
from

the
E

leventh
C

entury
to

1603

（London,
1975

）,pp.
124

�125

に

依
拠
し
た
。

（
１６
）

T
hom

son,
Public

R
ecords,

pp.
15

�16
;Scottish

R
ecord

O
ffice,

G
uide

to
the

N
ational

A
rchives

of
Scotland

（E
din-

burgh,1996

）,pp.x

�xi.

（
１７
）

C
lanchy,F

rom
M

em
ory,esp.C

hapter
5；

ジ
ョ
セ
フ
・

ス
ト
レ
イ
ヤ
ー
『
近
代
国
家
の
起
源
』（
鷲
見
誠
一
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
五
年
）、
六
一
頁
。

（
１８
）
一
六
世
紀
後
半
ま
で
「
王
の
チ
ャ
ペ
ル
」
と
呼
ば
れ
続
け
る
こ

と
に
な
っ
た
�A

tholL.M
urray,‘T

he
Scottish

C
hancery

in
the

Fourteenth
and

Fifteenth
C

entury’,
in

É
crit

et
pouvoir

dans
les

chancelleries
m

édiévales
:

espace
français,

espace
anglais,

ed
.

by
K

ouky
Fianu

and
D

eLloyd
J.

G
uth

（Louvain-la-N
euve,

1997

）,pp.
133

�51,
at

p.
135

;G
.

W
.

S.
B

arrow
,‘T

he
Scots

C
harter’,in

his
Scotland

and
its

N
eigh-

bours
in

the
M

iddle
A

ges

（London,1992

）,pp.91

�104.
（
１９
）

G
.

W
.

S.
B

arrow
,

‘T
he

C
apella

R
egis

of
the

K
ings

of
Scotland,

1107

�1222’,
in

M
iscellany

V
,

ed
.

by
H

ector
L

.
M

acQ
ueen

（E
dinburgh

:Stair
Society,2006

）,pp.1

�11.

中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
と
公
文
書
史
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二
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）



（
２０
）

A
lice

T
aylor,Shape,p.401.

（
２１
）

T
aylor,

Shape,
pp.

400

�17
;T

hom
son,

Public
R

ecords,
pp.2

�6.

一
二
八
二
年
の
「
目
録
」
に
つ
い
て
はT

he
A

cts
ofA

l-
exander

III
K

ing
of

Scots,
1249

�1286
,

ed
.

by
C

ynthia
J.

N
eville

and
G

rant
G

.Sim
pson,R

egesta
R

egum
Scottorum

,
4

pt
1

（E
dinburgh,2012

）,pp.37

�39

を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ

れ
ら
四
つ
の
目
録
は
次
の
文
献
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
�A

cts
ofthe

Parliam
ents

of
Scotland

,
ed

.
by

T
hom

as
T

hom
son

and
C

osm
o

Innes,
12

vols
（E

dinburgh
:R

ecord
C

om
m

ission
,

1814

�1872

）,i,pp.107
�118.

（
２２
）

G
eoffrey

B
arrow

,
‘T

he
Pattern

of
N

on-Literary
M

anu-
script

Production
and

Survival
in

Scotland,
1200

�1330’,
in

Pragm
atic

Literacy,
E

ast
and

W
est,

1200

�1330
,

ed
.

by
R

ichard
B

ritnell

（W
oodbridge,

1997
）,pp.

131

�45
;T

aylor,
Shape,pp.400

�401.

（
２３
）

G
eoffrey

B
arrow

,‘T
ypology

of
Scottish

A
cts,c.

1230

�c.
1350’,

in
D

iplom
atique

royale
du

m
oyan

-âge
X

III
e

�XIV
e

siècles,ed.by
José

M
arques

（Porto,1996

）,pp.69
�75.

（
２４
）

T
aylor,

Shape,
pp.

409

�410
;T

hom
son,

Public
R

ecords,
p.55.

（
２５
）
以
下
はT

aylor,Shape,pp.399

�437

に
依
拠
し
た
。

（
２６
）
記
録
保
管
が
個
人
的
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
記
録
担
当
官

の
信
頼
性
に
依
存
し
て
い
た
」
一
三
世
紀
前
半
頃
ま
で
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
と
似
通
っ
て
い
る
�C

lanchy,F
rom

M
em

ory,p.166.

（
２７
）

A
lexander

G
rant,

‘Service
and

T
enure

in
Late

M
edie-

valScotland,
1314

�1475’,
in

C
oncepts

and
Patterns

of
Serv-

ice
in

the
Later

M
iddle

A
ges,

ed
.

by
A

nne
C

urray
and

E
lizabeth

M
atthew

（W
oodbridge,

2000

）,pp.
145

�79,
at

p.
147.

（
２８
）
こ
の
項
目
はT

he
A

cts
ofR

obert
I

K
ing

ofScots,
1306

�

1329
,ed.by

A
.A

.M
.D

uncan,
R

egesta
R

egum
Scottorum

,
5

（E
dinburgh,1988

）
を
参
考
と
し
た
。

（
２９
）
複
数
の
巻
物
が
一
つ
に
縫
い
合
わ
さ
れ
る
時
期
に
よ
り
、
そ
の

総
数
に
違
い
が
生
じ
る
。

（
３０
）

T
hom

son,Public
R

ecords,
p.

12
;W

ebster,
Scotland

,
p.

151.

（
３１
）
主
に
以
下
の
二
文
献
を
参
照
し
た
�Scottish

R
ecord

O
ffice,

G
uide

;M
.

Livingstone,
A

G
uide

to
the

Public
R

ecords
of

Scotland
D

eposited
in

H
.

M
.

G
eneral

R
egister

H
ouse,

E
din-

burgh

（E
dinburgh,1905

）.

（
３２
）

D
onaldson,Sources,p.14.

（
３３
）

Livingstone,G
uide,p.33.

（
３４
）

W
ebster,Scotland

,p.126
;G

rant,‘Service
and

T
enure’,

p.147.

（
３５
）

A
thol

L
.

M
urra,

‘T
he

Pre-U
nion

R
ecords

of
the

Scot-
tish

E
xchequer’,

Journal
of

the
Society

of
A

rchivists,
2

（1961

）,pp.89

�101,at
p.95.

（
３６
）
こ
れ
ら
の
現
存
す
る
文
書
の
大
部
分
はT

he
E

xchequer
R

olls
of

Scotland
,

ed.
by

John
Stuart

et
al,

23
vols

（E
dinburgh

,
1878

�1908

）
に
お
い
て
、
会
計
係
の
会
計
報
告
に
つ
い
て
はA

c-
counts

of
the

Lord
H

igh
T

reasurer
of

Scotland
,

ed
.

by
T

.
D

ickson
and

J.
B

alfour
Paul

（E
dinburgh

,
1877

�1916

）
お

史

学

第
八
六
巻
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四
号

八
二
（
四
二
八
）



い
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
３７
）
の
ち
に
当
初
の
計
画
は
変
更
さ
れ
て
、
一
三
七
一
年
の
デ
イ
ヴ

ィ
ッ
ド
二
世
の
治
世
の
終
わ
り
ま
で
で
そ
の
シ
リ
ー
ズ
を
終
え
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
３８
）
坂
下
拓
治
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印

璽
（
上
・
下
）」『
史
学
』
八
五
／
四
、
八
六
／
一
―
二
（
二
〇
一

六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３９
）

T
hom

son,Public
R

ecords,pp.64,70.

（
４０
）

W
ebster,Scotland

,pp.132,147

�8.

国
璽
に
つ
い
て
は

R
egistrum

M
agni

Sigilii
R

egum
Scotorum

,
ed

.
by

J.
M

.
T

hom
son

et
al

（E
dinburgh,1882

�1914

）、
王
璽
に
つ
い
て
は

T
he

R
egister

of
the

Privy
Seal

of
Scotland

,
ed.

by
M

.
Liv-

ingstone
et

al,8
vols

（E
dinburgh,1908

�1982

）
に
お
い
て
印

刷
さ
れ
て
い
る
。

（
４１
）

D
onaldson,

Sources,
p.

16
;T

hom
son

,
Public

R
ecords,

pp.29

�30
;W

ebster,Scotland
,pp.128

�130.
こ
れ
ら
の
証
拠

の
す
べ
て
はA

cts
ofthe

Parliam
ents

ofScotland
に
お
い
て
出

版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
再
整
理
し
て
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
て
発

給
さ
れ
た
証
書
等
を
加
え
て
も
の
がT

he
R

ecords
ofthe

Parlia-
m

ents
ofScotland

to
1707

（http://w
w

w
.rps.ac.uk/

）,ed.
by

K
.M

.B
row

n
et

al

（St
A

ndrew
s,2007

�2016

）
に
て
利
用
可

能
で
あ
る
。

（
４２
）
そ
の
よ
う
な
証
拠
を
集
め
た
も
の
に
、
例
え
ばLord

C
ooper,

Select
Scottish

C
ases

ofthe
T

hirteenth
C

entury

（E
dinburgh,

1944

）
やH

ector
M

cK
echnie,

Judicial
Process

upon
B

rieves,
1219

�1532

（G
lasgow

,1956

）
が
あ
る
。

（
４３
）

T
he

A
cts

of
the

Lords
A

uditors
of

C
auses

and
C

om
-

plaints,
ed.

by
T

.
T

hom
son

（E
dinburgh

,
1839

）;T
he

A
cts

ofthe
Lords

of
C

ouncil
in

C
ivil

C
auses,

ed.
T

.
T

hom
son

et
al,2

vols

（E
dinburgh,

1839
and

1918

）;W
ebster,

Scotland,
pp.159

�160.

（
４４
）
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
文
書
の
ほ
と
ん
ど
はA

cts
ofthe

Parlia-
m

ents
of

Scotland

とF
acsim

iles
of

N
ational

M
anuscripts

of
Scotland

,
3

vols

（Southam
pton

:O
rdnance

Survey,
1867

�

1871

）
に
て
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
４５
）

W
ebster,

Scotland
,

p.
229.

T
.

C
.

Sm
out,

A
H

istory
of

the
Scottish

People,
1560

�1830

（G
lasgow

,1969

）.

（
４６
）

W
ebster,Scotland

,pp.128

�129.

中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
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史
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